
認定市民緑地施設整備事業補助金交付要綱 

 

 

２９都市政緑第６４１号 

平成３０年７月２日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、都内の区市町村が行う認定市民緑地施設整備事業に要する経費について東京都（以

下「都」という。）が補助金を交付することにより、認定市民緑地の設置を促進し、もって良好な都市

環境の形成に寄与することを目的とする。 

 

（通則） 

第２条 この補助金の交付について必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、東京都補助金等交付

規則（昭和 37 年東京都規則第 141 号）の定めるところによる。 

 

（定義） 

第３条 この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。 

（１）認定市民緑地 都市緑地法（昭和 48 年法律第 72 号。以下「法」という。）第 67 条に規定する認

定市民緑地をいう。 

（２）緑地保全・緑化推進法人 法第 69 条第１項に規定する緑地保全・緑化推進法人をいう。 

（３）市民緑地設置管理計画 法第 60 条に規定する市民緑地設置管理計画をいう。 

（４）認定市民緑地施設整備事業 

緑地保全・緑化推進法人が市民緑地設置管理計画に従い、次に掲げる要件のいずれにも該当する

認定市民緑地を設置するに当たり必要な施設を整備する事業をいう。 

ア 緑の基本計画に都市公園の不足する地域の定めがあって、当該地域に設置されるもの 

イ 区市町村が緑の基本計画に記載し、支援の対象とする認定市民緑地のおおむねの位置及び施

設の種類に適合するもの 

ウ 認定を受けた市民緑地設置管理計画において、10 年以上の期間にわたって公開が継続するこ

とが確実であるもの 

 

（補助事業） 

第４条 この要綱において補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる施設を整備する認定市民緑地施

設整備事業（以下「補助事業」という。）とする。 

  ただし、社会資本整備総合交付金の面積要件又は総事業費要件を満たさない事業に限る。 

 （１） 園路又は広場 

 （２） 修景施設（植栽等） 

 （３） 休憩所、ベンチその他の休養施設 

 （４） 門、さく、照明施設、水道その他の管理施設 



 

（補助対象者） 

第５条 この要綱において補助金の交付の対象となる者は区市町村とする。 

 

（補助金額） 

第６条 知事が区市町村に対し交付する補助金の額は、都の予算の範囲内において、次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。 

（１） 区市町村が補助事業の費用を負担する場合 負担する費用の２分の１の額（1,000円未満切捨

て）を上限とし、かつ、１事業当たり 100万円を限度とする額 

（２） 区市町村が緑地保全・緑化推進法人に対し補助事業の費用を補助する場合 補助に要する費

用の２分の１の額（1,000円未満切捨て）を上限とし、かつ、１事業当たり 100万円を限度とす

る額 

 

（補助金の交付申請及び交付決定） 

第７条 この要綱に基づく補助を受けようとする区市町村長は、知事が指定する日までに補助金交付申

請書（別記第１号様式（以下「交付申請書」という。））に、同様式別紙の書類を添付し、知事に申請

するものとする。 

２ 知事は、前項の交付申請書の内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、補助金交

付決定通知書（別記第２号様式）により区市町村に通知するものとする。 

  また、知事は、当該決定に当たって補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるとき

は、条件を付すものとする。 

 

（交付決定の変更等及び進捗状況報告） 

第８条 区市町村長は、補助金の交付決定後において、補助金額の変更等が生じた場合は、速やかに前

条第１項の規定に準じて、補助金交付決定変更申請書（別記第３号様式）に変更に必要な書類を添付

し、知事に申請しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による申請の変更を適当と認めるときは、交付決定を変更し、補助金交付決定

変更通知書（別記第４号様式）により区市町村に通知するものとする。 

３ 区市町村長は、補助金の交付決定通知書を受けた後、特別な理由が生じたために当該補助事業を中

止若しくは廃止しようとするときは、中止（廃止）申請書（別記第５号様式）を知事に提出するもの

とする。 

４ 知事は、前項の規定による申請を受け付けた場合は、補助事業の中止について審査し、中止（廃止）

の承認通知書（別記第６号の１様式）又は中止（廃止）を承認しない旨の通知書（別記第６号の２様

式）により区市町村に通知するものとする。 

５ 知事は必要と認める場合には、区市町村に対し随時、補助事業の状況の報告を求めることができる。 

６ 区市町村長は、知事から補助事業の進捗状況の報告を求められた場合には、進捗状況報告書（別記

第７号様式）により報告しなければならない。 

 



（実績報告） 

第９条 区市町村長は、補助事業が完了したとき又は都の補助金の交付の決定に係る会計年度が終了し

たときは、速やかに完了実績報告書（別記第８号様式）に同様式別紙１及び別紙２を添付し、知事に

報告しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第 10条 知事は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査、必要に応じて

行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付し

た条件に適合するかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額

確定通知書（別記第９号様式）により、区市町村に通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第 11条 知事は、区市町村長から前条の規定により確定した金額について、請求書（別記第 10号様式）

による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

 

（申請の撤回） 

第 12条 区市町村長は、この補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議のあるときは、補

助金交付決定通知書又は補助金変更交付決定通知書受領後 14日以内に補助金交付申請撤回申出書（別

記第 11号様式）により、補助金交付申請の撤回をすることができる。 

 

（補助金の交付決定の取消し） 

第 13条 知事は、区市町村が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一

部を取り消すことができる。 

（１） この補助金の交付の決定後、天災地変その他の事情変更により、補助事業の全部又は一部 

を継続する必要がなくなったとき。 

（２） 偽りその他の不正手段により、この補助金の交付を受けたとき。 

（３） 補助事業を中止又は廃止したとき。 

（４） この補助金を他の用途に使用したとき。 

（５） 補助事業を予定期間内に着手しないとき又は完了しないとき。 

（６） 補助事業費の精算額が補助金交付の決定をした補助事業費に達しないとき。 

（７） この補助金交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は関係法令に違反したとき。 

（８） 補助事業の内容、事業費、事情の変更等により補助対象額が減額となったとき。 

（９） 申請の撤回の申出があったとき。 

２ 知事は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、補助金交付決

定取消通知書（別記第 12号様式）により、区市町村に通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第 14条 知事は、前条第 1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに



係る部分に関し、既に補助金が交付されており、返還すべき金額があるときは、区市町村に対して期

限を定めて、その返還を命じるものとする。 

（違約加算金） 

第 15 条 第 13 条第１項の規定による補助金の交付決定の取消しによる補助金の返還については、次に

定めるところにより、違約加算金を納付させるものとする。ただし、同項第２号、第４号及び第７号

に該当しない場合の違約加算金については、この限りではない。 

（１） 違約加算金（100円未満の場合を除く。）は、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、

当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）

につき年 10.95％の割合で加算する。 

（２） 補助金が２回以上に分けて交付されている場合における前号の規定の適用については、返還を

命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日

に受領した額を超えるときは、当該返還命令を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受

領の日において受領したものとして計算する。 

（３） 本条の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、区市町村の納付した金額が返還を

命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充当する。 

 

（補助金の経理） 

第 16条 区市町村長は、都の補助金について経理を明らかにする帳簿及び証拠書類を作成し、補助金の

最後の交付日に属する年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

 

（監督等） 

第 17条 知事は、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な限度におい

て、補助金の交付を受ける区市町村に対し、補助金の使途について必要な指示を行い、報告書の提出

を命じ、又はその状況を実地に検査できる。 

 

附 則 

 この要綱は、平成３０年７月２日から施行する。 

  



第１号様式（第７条関係） 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

東京都知事 殿 

 

                        区市町村長          印 

 

 

平成３０年度認定市民緑地施設整備事業 

補 助 金 交 付 申 請 書 

 

標記の事業について、補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

 

交付申請額         金          円 

 

添付書類 

 第１号様式別紙 



第２号様式（第７条関係） 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

区市町村長 殿 

 

東京都知事          印 

 

 

平成３０年度認定市民緑地施設整備事業 

     

補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 

 

平成３０年１０月１０日付００００第０００号で申請のあった平成３０年度認定市民緑地施設整備事

業について、下記により交付することに決定したので通知する。 

 

記 

 

 

１ 交付決定額               金            円 

 

２ 補助事業の内容及びこれに要する経費の配分は、交付申請書により申請のあったとおりとする。 

 

３ 条 件 等 

  上記２のほか、補助事業に係る条件等は、認定市民緑地施設整備事業補助金交付要綱のとおりとす

る。 

 



第３号様式（第８条関係） 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

  

東京都知事 殿 

 

                        区市町村長          印 

  

 

平成３０年度認定市民緑地施設整備事業 

補 助 金 交 付 決 定 変 更 申 請 書 

 

 平成３０年１０月１０日付００都市政緑第３３３号で通知のあった平成３０年度認定市民緑地施設整

備事業補助金の交付決定の変更を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 変 更 理 由 

 

２ 変 更 交 付 申 請 額       金           円 

 

 

 

 



第４号様式（第８条関係） 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

  

区市町村長 殿 

 

東京都知事           印 

 

 

平成３０年度認定市民緑地施設整備事業 

     

補 助 金 交 付 決 定 変 更 通 知 書 

 

 平成３０年１０月１０日付００００第０００号で申請のあった平成３０年度認定市民緑地施設整備事

業補助金交付決定額の変更について、下記により交付することに決定したので通知する。 

                            

 

記 

 

 

１ 交 付 金 額 

     交付決定変更額         金           円 

     既 交 付 決 定 額         金           円 

     増 （ △ ） 減 額         金           円 

 

２ 補助事業の内容及びこれに要する経費の配分は、交付申請書により申請のあったとおりとする。 

 

３ 条 件 等 

上記２のほか、補助事業に係る条件等は、認定市民緑地施設整備事業補助金交付要綱のとおりとす

る。 



第５号様式（第８条関係） 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

  

東京都知事 殿 

 

                        区市町村長          印 

 

 

平成３０年度認定市民緑地施設整備事業 

中 止 （ 廃 止 ） 申 請 書 

 

 平成３０年１０月１０日付３０都市政緑第０００号で交付決定通知を受けた平成３０年度認定市民緑

地施設整備事業の中止（廃止）をしたいので申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 既 交 付 決 定 額           金            円 

 

２ 中止（廃止）理由 

 

添付書類 

 中止（廃止）に係る必要な関係資料を添付すること。 

 



第６号の１様式（第８条関係） 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

区市町村長 殿 

 

東京都知事          印 

 

 

平成３０年度認定市民緑地施設整備事業 

        中 止 （ 廃 止 ） の 承 認 通 知 書 

 

 

平成３０年１０月１０日付３０都市政緑第０００号で交付決定通知を行った平成３０年度認定市民緑

地施設整備事業については、平成３０年１０月１０日付００００第０００号の申請のとおり承認する。 

 

  

 

 



第６号の２様式（第８条関係） 

                                第     号 

                                年  月  日 

 

区市町村長 殿 

 

東京都知事          印 

  

 

平成３０年度認定市民緑地施設整備事業 

        中止（廃止）を承認しない旨の通知書 

 

 

平成３０年１０月１０日付３０都市政緑第０００号で交付決定通知を行った平成３０年度認定市民緑

地施設整備事業については、平成３０年１０月１０日付３０第０００号の申請を承認しない。 

 

  

 

 



第７号様式（第８条関係） 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

  

東京都知事 殿 

 

                        区市町村長          印 

 

 

平成３０年度認定市民緑地施設整備事業 

進 捗 状 況 報 告 書 

 

 

 平成３０年１０月１０日付３０都市政緑第０００号で交付決定通知を受けた平成３０年度認定市民緑

地施設整備事業の進捗状況について、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１ 既交付決定額           金            円 

 

 

添付書類 

 



第８号様式（第９条関係） 

                                第     号 

                                年  月  日 

  

東京都知事 殿 

 

                        区市町村長          印 

 

 

平成３０年度認定市民緑地施設整備事業

完 了 実 績 報 告 書 

 

 

 平成３０年１０月１０日付３０都市政緑第０００号で補助金の交付決定を受けた標記の実績について、

関係書類を添えて下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１ 交付決定額及び精算額 

   交 付 決 定 額           金         円 

   補 助 金 精 算 額           金         円 

   差引（△）減額            金         円 

 

添付書類 

１ 第８号様式別紙１及び別紙２ 

２ 成果報告書（様式任意） 

３ その他知事が必要と認める書類 



第９号様式（第 10条関係） 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

区市町村長 殿 

 

東京都知事          印 

 

 

平成３０年度認定市民緑地施設整備事業 

        補 助 金 額 確 定 通 知 書 

 

 

 平成３０年１０月１０日付００００第０００号で完了実績報告のあった標記補助金については、下記

のとおり確定したので通知する。 

 

 

 

記 

 

 

１ 既交付決定補助金額         金            円 

 

２ 確 定 補 助 金 額       金            円 

 

３ （ △ ） 減 額       金            円 

 



第 10号様式（第 11条関係） 

 

請    求    書 

 

請求金額                    円 

 

 

  平成３０年１０月１０日付３０都市政緑第０００号で確定通知を受けた平成３０年度認定市民緑地施

設整備事業に係る東京都補助金として上記の金額を請求します。 

  

なお、内訳は別紙のとおり 

 

  年  月  日 

 

 

東京都知事 殿 

 

                        区市町村長          印 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 11号様式（第 12条関係） 

                                第     号 

                                年  月  日 

  

東京都知事 殿 

 

                        区市町村長          印 

 

 

平成３０年度認定市民緑地施設整備事業 

補 助 金 交 付 申 請 撤 回 申 出 書 

 

 

平成３０年１０月１０日付３０都市政緑第０００号で交付決定通知を受けた平成３０年度認定市民緑

地施設整備事業補助金交付申請について撤回を申し出ます。 

 

 

記 

 

 

１ 既 交 付 決 定 額           金            円 

 

２ 撤回理由 

 

 

 

添付書類 

 



第 12号様式（第 13条関係） 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

区市町村長 殿 

 

                        東京都知事          印                            

  

 

平成３０年度認定市民緑地施設整備事業 

        補 助 金 交 付 決 定 取 消 通 知 書 

 

 

 平成３０年１０月１０日付００００第０００号で補助金交付申請の撤回申出のあった標記補助金につ

いては、下記のとおり交付決定を取り消したので通知する。 

 

 

記 

 

 

１ 既 交 付 決 定 額           金            円 

 

２ 交 付 決 定取 消 額           金            円 

 

 

 

 

 

 

 


